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2022 年度 最終 1 月 

東大本番レベル模試 

日本史・採点基準 

◆論述問題・共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものはアミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下線□□で，

それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内に示した事項に内容が反してい

ないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。    

２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字を含む表記，②漢字で記すべき語句のひらがな・

カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，当該加点要素の配点から漢字 1 文字分につき１点減

点とするが，同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞれを減点の対象とするのではなく，

まとめて１点減点とする。④脱字，当て字，略字のある歴史用語等の表記は，非加点とする。 

３．制限字数を超過した答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

４．加点要素の合計が配点を超えているが，各問とも配点を満点としてこれを超える得点は与えない。 
配点を上回る加点要素の設定は，東大本試・日本史で求められる，文章等で提示された具体的事象の抽象化や抽象

的表現の具体化に応じた答案を，より適正に評価することを意図した措置である。 
◆論述問題・採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案上に必ずしも明示されていなくても良い 

２.<    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案上に必ずしも明示されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」 
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第１問 冠位制・位階制と律令制下の官人 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
Ａ 

◆加点要素の合計点１６点→８点満点◆ 
◎７世紀初頭における豪族・官人に対する序列の示し方 

a 推古朝におけるもの ………２点以内 

b 冠位十二階 ………２点以内 

c 現物の冠を与えた ………１点以内 

d 冠の色で序列を可視化した ………１点以内 
◎７世紀後半における豪族・官人に対する序列の示し方 

e 持統朝におけるもの ………２点以内 

f 飛鳥浄御原令のもとでのもの ………２点以内 

g 文書で冠位を伝えた ………２点以内 

◎８世紀前半における豪族・官人に対する序列の示し方 

h 大宝律令のもとでのもの ………２点以内 

i 数値化された位階を伝えた ………２点以内 

Ｂ 
◆加点要素の合計点１４点→７点満点◆ 
◎上級官人 

a 貴族 ………２点以内 

b 蔭位の制が適用された ………２点以内 

c <事実上>地位は世襲された ………２点以内 

◎下級官人 

d <上級官人と同様に>課役が免除されていた ………２点以内 

e <上級官人と同様に>刑法上の特権を持っていた ………２点以内 

◎儀式 

f 君臣関係を確認する場だった ………２点以内 

g <奈良時代において>下級官人が出席しなくても処罰されなかった ………２点以内 

   

第２問 中世の「守護大名」 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
・ 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
◎13世紀の守護 

a 職権がほぼ大犯三カ条に限定されていた ………３点以内 

◎14世紀の守護 

b 刈田狼藉の検断権をもっていた ………３点以内 

※13世紀の守護にもあてはまることとしている場合は加点対象外とする 

c 使節遵行権が認められていた ………３点以内 

※13世紀の守護にもあてはまることとしている場合は加点対象外とする 

d 半済の給与権が認められていた ………３点以内 

※13世紀の守護にもあてはまることとしている場合は加点対象外とする 

e 荘園・公領の侵略を進めた ………２点以内 

f 国人の被官化を進めた ………２点以内 

g 守護大名とも呼ばれる ………３点以内 

h 在京が原則とされた ………３点以内 

i 荘園公領制に依存していた ………３点以内 

j 奉公衆が含まれる国人の統制は部分的だった ………３点以内 

k 任国を領国化したとはいえなかった ………２点以内 
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第３問 蝦夷地と産業・経済との関係，蝦夷地への姿勢 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
Ａ 

◆加点要素の合計点１２点→６点満点◆ 
◎「廻船」・「廻船の帆」・「漁獲物」・「農産物」・物流・経済の関係 

a 鰊は北前船で運ばれた ………１点以内 

b 鰊は金肥とされた ………３点以内 

c 鰊の利用が綿の生産を増やした ………２点以内 

d 木綿帆の導入が物流・経済を発達させた ………２点以内 

e 物流・経済の発達が綿や鰊の需要を高めた ………２点以内 

f 綿や鰊の需要の高まりが廻船の利用を促した ………２点以内 

Ｂ 

◆加点要素の合計点１８点→９点満点◆ 
◎(３)の老中 

a 田沼意次 ………２点以内 

b 商業を重視した ………２点以内 

c 工藤平助の影響を受けた ………２点以内 

d ロシアとの交易をめざした ………２点以内 

e 蝦夷地の開発をめざした ………２点以内 

◎(４)の老中 

f 松平定信 ………２点以内 

g 「鎖国」を祖法とした ………２点以内 

h 蝦夷地をロシアの注目を引かないように未開のままにしようとした ………３点以内 

i 蝦夷地をロシアに対する緩衝地ととらえた ………１点以内 
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第４問 昭和期の財閥と企業集団 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
Ａ 

◆加点要素の合計点１６点→８点満点◆ 
◎措置① 

a 金(輸出)解禁 ………２点以内 

b 井上準之助蔵相時にとられた ………２点以内 

c 昭和恐慌をもたらした ………２点以内 

◎措置①がもたらした状況のもとでの動き 

d 財閥がドル買いを行った ………１点以内 

◎措置② 

e 金輸出再禁止 ………２点以内 

f 高橋是清蔵相時にとられた ………２点以内 

◎措置②の結果 

g 財閥が為替差益を得たことで批判された ………２点以内 

◎「財閥の転向」につながった事件 

h 血盟団事件 ………２点以内 

i が殺害された ………１点以内 

Ｂ 
◆加点要素の合計点１４点→７点満点◆ 
◎敗戦直後の「政策」 

a 財閥解体で三菱重工業が分割された ………２点以内 

b 財閥解体で銀行は対象外とされた ………２点以内 

◎1960年代の「動き」 

c 三菱重工業が再合併した ………２点以内 

d 銀行が企業集団を形成した ………２点以内 

e ＩＭＦ８条国への移行にともなうものだった ………２点以内 

f ＯＥＣＤへの加盟にともなうものだった ………２点以内 

g 国際競争の激化に備えたものだった ………２点以内 

 


